
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
提
出

質

問

第

三

九

三

号

政
府
代
表
に
よ
る
民
間
企
業
の
役
員
兼
務
の
是
非
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

宗

男
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政
府
代
表
に
よ
る
民
間
企
業
の
役
員
兼
務
の
是
非
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
四
七
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
触
れ
た
が
、
谷
内
正
太
郎
政
府
代
表
は
、
政
府
代
表
の
任
務
以
外
に
、
民
間
企
業
の
社
外
取
締
役
を

務
め
て
い
る
。
谷
内
氏
が
、
日
ロ
間
で
北
方
領
土
を
面
積
で
分
割
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
北
方
領
土
三
・
五
島
返
還
に
つ

い
て
発
言
（
以
下
、
「
谷
内
発
言
」
と
い
う
。
）
し
た
と
す
る
記
事
が
本
年
四
月
十
七
日
付
の
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、
同
月
二
十
三
日
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
は
谷
内
代
表
に
対
し
て
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議

を
し
た
が
、
谷
内
代
表
は
自
身
が
社
外
取
締
役
と
し
て
所
属
し
て
い
る
民
間
企
業
の
業
務
に
よ
り
、
福
井
県
に
滞
在
中
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
し
て
欠
席
し
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
政
府
代
表
の
任
に
就
い
て
い
る
者
が
、
同
時
期
に
民
間
企

業
の
役
員
に
就
任
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
政
府
代
表
の
任
に
就
い
て
い
る
者
が
、
自
身
の
発
言
等
に
関
し
、
国
会
か
ら
委
員

会
等
に
出
席
し
て
説
明
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
際
、
自
身
が
所
属
し
て
い
る
民
間
企
業
の
業
務
を
理
由
に
そ
れ
を
断
る

こ
と
は
適
切
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
た

め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
谷
内
氏
が
、
国
家
公
務
員
法
及

び
外
務
公
務
員
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
政
府
代
表
と
い
う
公
の
任
に
就
い
て
お
き
な
が
ら
、
同
時
に
民
間
企
業
の
役
員
を
務

一



め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
関
す
る
業
務
を
理
由
に
、
自
身
が
行
っ
た
発
言
に
関
し
、
国
会
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た

際
、
断
る
と
い
う
対
応
を
と
っ
た
こ
と
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。
右
の
谷
内
氏
の
具
体
的
事
情
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の

様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
外
務
省
か
ら
御
指
摘
の
者
に
対
し
、
御
指
摘
の
委
員
会
へ
の
出
席
要
請
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

伝
え
た
が
、
御
指
摘
の
者
か
ら
、
御
指
摘
の
委
員
会
の
開
催
日
に
は
、
以
前
か
ら
民
間
企
業
の
取
締
役
会
に
出
席
す
る
た
め

の
地
方
出
張
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
都
合
が
つ
か
な
い
旨
説
明
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
委
員
会
へ

の
出
席
が
困
難
で
あ
る
と
の
事
情
を
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は
、
政
府
代
表
の
任

に
就
い
て
い
る
谷
内
氏
が
、
国
家
主
権
に
関
わ
る
件
に
つ
い
て
国
会
で
説
明
を
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
国
民
に
対
す
る
説
明
と

い
う
公
の
業
務
よ
り
も
、
民
間
企
業
に
お
け
る
業
務
を
優
先
し
た
こ
と
を
、
政
府
と
し
て
認
め
た
も
の
と
理
解
し
て
良
い

か
。

三

「
谷
内
発
言
」
は
、
北
方
領
土
問
題
と
い
う
我
が
国
の
国
家
主
権
に
関
わ
る
発
言
で
あ
り
、
そ
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
我
が
国
の
国
益
上
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
考
え
る
。
今
次
、
谷
内
氏
が
「
谷
内
発
言
」
に
関
し
て
、
参

議
院
外
交
防
衛
委
員
会
よ
り
同
委
員
会
に
出
席
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
断
っ
た
こ

二



と
は
、
国
益
を
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


